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表１-３-１  優先取組物質

 大気汚染防止法では、一定規模以上のボイラー

等のばい煙発生施設、ベルトコンベア等の一般粉 

じん発生施設等を規制しています。

平成28（2016）年3月31日現在、1,406工場

・事業場に4,161のばい煙発生施設、212工場・

事業場に1,628の一般粉じん発生施設、40工場

に148の揮発性有機化合物（VOC）排出施設が設

置されています。

① 硫 制 

硫黄酸化物については、施設毎の排出口の高

さに応じた着地濃度規制（K値規制）が実施され

ています。その規制値は四日市地域（四日市市

の一部、朝日町、川越町）が1.17、四日市市

（前述以外の地域）が3.0、桑名市および鈴鹿市

が14.5、その他の市町が17.5となっています。

また、四日市地域（四日市市は全域）について

は、昭和47（1972）年4月から三重県公害防

止条例（現三重県生活環境の保全に関する条例）

により、総排出量規制を実施してきましたが、

この制度は、昭和51（1976）年から大気汚染

防止法に移行しています。

②    

ばいじんについては、ばい煙発生施設の種類

および規模ごとに濃度規制が実施されています。

平成10（1998）年４月、大気汚染防止法施行

規則等の一部を改正する総理府令が公布され廃

棄物焼却炉に係る排出基準が改定されました。

規

昭和48（1973）年の第1次規制以降段階的

に排出基準の強化、適用施設の拡大が行われ、

窒素酸化物を排出する大多数のばい煙発生施設

に排出基準が適用されています。

（ スベス

石綿（アスベスト）は、安価で耐熱性などの 

優れた特性を持つことから、多くの製品に使用

されてきました。しかし、発がん性などの健康

影響を有することから、その取扱い等に関し規

制が行われ、現在では、製造・使用が禁止さ 

れています。

アスベストは建築材料としても用いられてお

り、その使用が禁止される以前に建設された建 

築物等の解体に伴いアスベストが飛散するおそ

れがあると懸念されています。

環境中へのアスベスト飛散対策については、

大気汚染防止法による規制が行われており、ア

スベストが使用されている建築物等を解体する

際には、作業基準の遵守等が義務付けられてい

ます。

平成25（2013）年６月に同法の一部を改正

する法律が公布され、特定粉じん排出等作業を

伴う建設工事の実施の届出義務者の変更、解体

等工事の事前調査の実施およびその結果等の掲

示等の義務化、都道府県知事等が実施する立入

検査等の対象拡大が行われました。

平成27（2015）年度中の届出数は、解体作

業が21件、改造・補修作業が13件、断熱材等

の除去が160件でした。（以上、四日市市管轄

分を除く。）

制

 光化学オキシダントによる大気汚染は、その

原因物質であるVOCの排出削減により、その

改善が期待できます。

工場から排出されるVOCの規制については、

平成16（2004）年５月に大気汚染防止法が改

正され、平成18（2006）年4月から施行され

ました。

これにより、VOC排出事業者には大気汚染

防止法に基づき、VOC排出施設の届出義務、

排出基準の遵守義務等が課されています。
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いずれも平成27年度に環境調査を実施。
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  また、ダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置法
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ダイオキシン類対策特別措置法では、大気基準 

適用施設として５種類の特定施設、水質基準対象 

施設として19種類の特定施設を規制対象として 

います。

平成28（2016）年３月31日現在の県内におけ

る大気基準適用施設は236施設、水質基準対象

施設は42施設です。

三重県生活環境の保全に関する条例では、大気

汚染防止法の規制対象外の施設（指定施設）および

有害物質について規制しています。さらに、四日

市地域については、一定基準以上の工場等を対象

に、窒素酸化物に係る総排出量規制、上乗せ条例

によるばいじんの排出基準の上乗せ規制を実施 

しています。

平成28（2016）年３月31日現在のばい煙に係

る指定施設は562工場・事業場に5,176施設、粉

じんに係る指定施設は697工場・事業場に3,936

施設、炭化水素に係る指定施設は16工場・事業

場に311施設が設置されています。（以上、四日

市市管轄分を除く。）

① 総 出 規

昭和49（1974）年から四日市地域において、

窒素酸化物の総排出量規制を実施しており、昭

和53（1978）年に二酸化窒素に係る環境基準

が改定されたことに伴い、総排出量規制の見直

しを行いました。さらに、平成４（1992）年に

窒素酸化物排出係数を改訂し、規制を強化しま

した。

水 規

貯蔵タンク等から炭化水素系物質の漏出を防

止するため、一定規模以上の貯蔵施設（原油、

揮発油、ナフサ等の貯蔵能力が5,000kL以上

の貯蔵施設等）について、構造基準等を設け、

規制を行っています。

大気汚染防止法に基づき、硫黄酸化物、浮遊粒

子状物質、二酸化窒素および光化学オキシダント

について、緊急時における措置を講じています。

平成27（2015）年度は、硫黄酸化物、浮遊粒

子状物質および二酸化窒素については、予報等の

発令による緊急時の措置はありませんでした。

平成27（2015）年度は、延べ511工場・事業

場に立入検査を行い、ばいじん、窒素酸化物等の

延べ73項目について、排出ガス検査を実施した

結果、排出基準を超過した事業所はありませんで

した。

また、特定粉じん排出作業について、延べ89

現場に立入を行い、敷地境界におけるアスベスト

濃度を延べ19現場で測定したところ、石綿繊維

数は概ね1本／L以下で、明らかに漏えいしてい 

ると断定できる事案はありませんでした。

加えて、ダイオキシン類について、大気基準適

用施設において７検体、水質基準適用施設におい

て４検体の検査を行ったことろ、全ての検体で排

出基準を満足していました。

平成25（2013）年度までは、県内14地域、

18関係市町（市によっては、発令地域が分かれる

場合や、一部の地域に限る場合あり）を発令地域

とし、緊急時の措置を要請する対象地域としてい

ましたが、新設した測定局に係る地域を反映させ

るための見直しを行い平成26（2014）年度以降

は、県内17地域、27関係市町を発令地域として

います。

測定されたオキシダント濃度が発令基準に達し 

た場合、その発令地域ごとに緊急時の措置の区分 

（予報、注意報、警報、重大警報の4種類）に応じ、

協力工場ヘ燃料使用量の削減等措置を要請します。

平成27（2015）年度の光化学スモッグについ

ては、8月1日に桑名地域に予報を発令しました。

予報の発令は合計1日（1回）でした。

光化学スモッグ注意報発令時に緊急時の措置が

速やかに実施されるよう、注意報発令に先立ち、

当日早朝に各種汚染物質濃度や気象データから計

算した予測情報を各関係機関に提供しています。

①

桑名地域、大安地域、四日市地域および鈴鹿 

地域の4地域としています。

②   予 報 容

４地域別に、「高濃度となりやすいでしょう。」、

「高濃度とならないでしょう。」の２段階で予測

（ ） 北 大 染 システム

（４） の

（ ） 入 ( 分を く ）

１－３ 光 ス ッ の

（ ） ス ッグの の

（２） ダイオ シン 対

（ ） の保全
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しています。「高濃度」とはオキシダント濃度

の日最高値が0.12ppm以上となる場合をいい

ます。

有害大気汚染物質は、発がん性等人の健康に有

害な影響を及ぼすおそれのある物質とされていま

す。平成8（1996）年に大気汚染防止法が改正さ

れ、大気環境調査、事業者の排出抑制の責務等が

規定されました。平成9（1997）年には、有害大

気汚染物質のうち、健康リスクが高いと評価され

る物質であるベンゼン、トリクロロ工チレンおよ

びテトラクロロ工チレンの大気環境基準が設定さ

れました。さらに、平成13（2001）年４月には、

ジクロロメタンの環境基準が設定されました。

平成12（2000）年1月から施行されたダイオ

キシン類対策特別措置法（平成11（1999）年７月

公布）に基づいて、ダイオキシン類の大気中濃度

を調査しました。

調査地点

一般環境調査地点は、常時監視地点７地点

で調査を実施しました。

調査方法

年2回の試料採取を行い、分析しました。

調査結果の概要 

平成27（2015）年度は、全て環境基準を

達成していました。

本県の全自排局の二酸化窒素および浮遊粒子状

物質の濃度（年平均値）は、年々低下しており、平

成27（2015）年度は昨年度に引き続き全局で環

境基準を達成しました。

①  

自動車交通の集中、増大等に伴って、二酸化

窒素および浮遊粒子状物質に係る大気汚染が厳

しい状況にあり、その対策として特別措置法が

制定されました。現在は、対策地域の実情をふ

まえながら、自動車排出窒素酸化物および自動

車排出粒子状物質の削減に向けて、国、地方公

共団体、事業者および県民の皆さんと共に、各

種の対策に取り組んでいます。

平成13（2001）年６月に自動車NOＸ法の見

直しにより、自動車NOＸ・PM法が成立しまし

た。その内容は次のとおりです。

対象物質に粒子状物質を追加

対策地域の拡大

愛知県の61市町村と共に、三重県の北勢

地域の８市町（四日市市、桑名市、鈴鹿

市、旧長島町、木曽岬町、旧楠町、朝日

町、川越町）を追加

粒子状物質について車種規制を導入

窒素酸化物について車種規制の強化

一定規模以上（30台以上保有）の事業者に

対する自動車使用管理計画の作成、都府県

知事等への届出の義務付け

平成19（2007）年５月には、自動車NOＸ・

PM法が改正されました。その主な内容は次の

とおりです。

重点対策地区の新設

建物の新設に係る届出

周辺地区内の一定規模以上の事業者に対す

る計画作成・届出、報告の義務付け

荷主等に窒素酸化物等の排出の抑制に係る

努力を義務付け

平成23（2011）年３月には、自動車NOＸ・

PM法に基づく基本方針が改正され、平成27

（2015）年度までに対策地域内の全ての測定局

で環境基準を達成すること、および平成32

（2020）年度までに対策地域内で環境基準を確

保することが総量削減の目標となりました。

排出規制

ガソリン車への代替が可能な乗用車お

よびトラック・バス（車両総重量3.5 t 以

下）については、ガソリン車並の排出基

準。

ガソリン車への代替が可能でないトラ

ック・バス（車両総重量3.5 t 超）につい

ては、最新のディーゼル車並の排出基準。 
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